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奈良県公安委員会規則第４号

警備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する

規則の一部を改正する規則

警備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

（昭和４７年１０月奈良県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（携帯の禁止）

警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、第２条

次に掲げる護身用具（鋭利な部位がないものに限る。）以外のものとする。

警戒棒（その形状が円棒であって、長さが３０センチメートルを超え９０センチ(１)

メートル以下であり、かつ、重量が別表第１の左欄に掲げる長さの区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に定めるものに限る。）

警戒じょう（その形状が円棒であって、長さが９０センチメートルを超え１３０(２)

センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第２の左欄に掲げる長さの区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。）

刺股(３)

非金属製の盾(４)

前４号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるお(５)

それがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

第３条及び第４条（見出しを含む。）中「警戒杖」を「警戒じょう」に改める。

第５条を削る。

附則の次に別表として次の２表を加える。



（第２条関係）別表第１

警戒棒の制限

長 さ 重 量

３０センチメートルを超え４０センチメートル以下 １６０グラム以下

４０センチメートルを超え５０センチメートル以下 ２２０グラム以下

５０センチメートルを超え６０センチメートル以下 ２８０グラム以下

６０センチメートルを超え７０センチメートル以下 ３４０グラム以下

７０センチメートルを超え８０センチメートル以下 ４００グラム以下

８０センチメートルを超え９０センチメートル以下 ４６０グラム以下



（第２条関係）別表第２

警戒じょうの制限

長 さ 重 量

９０センチメートルを超え１００センチメートル以下 ５１０グラム以下

１００センチメートルを超え１１０センチメートル以下 ５７０グラム以下

１１０センチメートルを超え１２０センチメートル以下 ６３０グラム以下

１２０センチメートルを超え１３０センチメートル以下 ６９０グラム以下



附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際に現に警備業法第１７条第２項の規定による届出をして警備業

者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう（この規則による改正

後の警備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する

規則（以下この項において「新規則」という。）第２条第１号及び第２号に掲げるも

のを除く。）については、この規則の施行の日から起算して１０年間は、新規則第２

条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。
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